
池 田 町 有 料 広 告 掲 載 に 関 す る 要 綱  

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、町 の 財 産 を 広 告 媒 体 と し て 活 用 し 、広 告 媒 体 へ 広 告 を 有 料

で 掲 載 す る こ と で 町 の 新 た な 自 主 財 源 を 確 保 し 、町 民 サ ー ビ ス の 向 上 及 び 地 域

経 済 の 活 性 化 を 図 る た め 、 池 田 町 （ 以 下 「 町 」 と い う 。） が 掲 載 す る 有 料 広 告

（ 以 下 「 広 告 」 と い う 。） の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 広 告 媒 体 ）  

第 ２ 条  広 告 を 掲 載 す る こ と が で き る も の （ 以 下 「 広 告 媒 体 」 と い う 。） は 、 次

の と お り と す る 。  

（ １ ） 広 報 い け だ  

（ ２ ） 町 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ  

（ ３ ） そ の 他 町 長 が 広 告 掲 載 を 認 め る も の  

（ 広 告 の 掲 載 基 準 ）  

第 ３ 条  広 告 は 、行 政 広 報 の 公 共 性 及 び 品 質 を 損 な う お そ れ が な い も の で 、次 の

い ず れ か の 要 件 に 該 当 し な い 限 り 、 掲 載 す る こ と が で き る 。  

（ １ ） 公 序 良 俗 に 反 す る お そ れ の あ る も の  

（ ２ ） 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １

２ ２ 号 )第 ２ 条 の 適 用 を 受 け る 業 種 で あ る も の  

（ ３ ）貸 金 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ３ ２ 号 ）第 ２ 条 の 適 用 を

受 け る 業 種 で あ る も の  

（ ４ ） 政 治 又 は 宗 教 に 関 す る も の  

（ ５ ） 人 権 の 侵 害 又 は 名 誉 毀 損 に な る も の  

（ ６ ） 個 人 又 は 団 体 な ど の 主 義 主 張 又 は 意 見 に 関 す る も の  

（ ７ ） 法 令 等 に 違 反 す る も の 又 は 違 反 す る お そ れ の あ る も の  

（ ８ ） 消 費 者 被 害 の 未 然 防 止 及 び 拡 大 防 止 の 観 点 か ら 適 切 で な い も の  

（ ９ ） 青 少 年 の 保 護 又 は 健 全 育 成 の 観 点 か ら 適 切 で な い も の  

（ 1 0） 個 人 又 は 法 人 の 名 刺 広 告 、 個 人 的 宣 伝 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

（ 1 1） 虚 偽 又 は 誇 大 な 表 現 で 広 告 と し て 不 適 切 な も の  

（ 1 2） 町 が 推 奨 し て い る も の と 誤 解 を 招 く お そ れ の あ る も の  

（ 1 3） 前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 町 長 が 適 当 で な い と 認 め る も の  

（ 広 告 の 掲 載 順 序 ）  

第 ４ 条  広 告 の 掲 載 順 序 は 、原 則 と し て 申 し 込 み の 順 序 と す る 。た だ し 、町 長 が

認 め る 広 告 に つ い て は 、 そ の 限 り で な い 。  

  （ 広 告 掲 載 料 ）  

第 ５ 条  広 告 掲 載 料 は 、 １ 枠 あ た り 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 広 報 い け だ  １ 号 に つ き 裏 表 紙 １ ０ ,０ ０ ０ 円 、 見 開 き 紙 面 ８ ,０ ０ ０ 円  

（ ２ ） 町 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ （ バ ナ ー 広 告 ）  月 額 １ ０ ,０ ０ ０ 円  

（ ３ ） その他の広告媒体 町長が定める額  

（ 広 告 の 位 置 、 規 格 等 ）  

第 ６ 条  広 告 の 位 置 、 規 格 等 （ 以 下 「 広 告 の 位 置 等 」 と い う 。） は 、 別 表 第 １ に

定 め る と お り と す る 。  

（ 広 告 の 募 集 ）  

第 ７ 条  広 告 の 募 集 は 、広 報 紙 、町 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ り 広 く 行 う も の と す

る 。  

 



（ 広 告 掲 載 の 申 込 ）  

第 ８ 条  広 告 を 掲 載 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 込 者 」 と い う 。） は 、 池 田 町 有 料

広 告 掲 載 申 込 書 (様 式 第 １ 号 )に 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、別 表 第 １ に 定 め る

申 込 期 限 ま で に 町 長 に 申 し 込 む も の と す る 。  

（ １ ） 掲 載 し よ う と す る 広 告 の 原 稿 案 又 は 広 告 物  

（ ２ ） 会 社 案 内 、 パ ン フ レ ッ ト 等 （ 事 業 内 容 、 社 歴 等 が 分 か る も の ）  

（ ３ ） そ の 他 広 告 媒 体 ご と に 別 に 定 め る も の  

 

（ 広 告 掲 載 の 決 定 等 ）  

第 ９ 条  町 長 は 、前 条 の 申 込 書 を 受 け 付 け た と き は 、第 ３ 条 の 掲 載 基 準 に 基 づ き

内 容 の 審 査 を 行 い 、掲 載 の 可 否 を 決 定 し 、そ の 結 果 を 池 田 町 有 料 広 告 掲 載 決 定

通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 申 込 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  町 長 は 、 申 込 者 に 対 し 広 告 掲 載 決 定 通 知 を 行 う 際 に 、 仕 様 の 変 更 を 指 示 し 、

又 は 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

３  町 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 掲 載 の 可 否 を 決 定 す る に あ た り 、疑 義 が 生 じ

た 場 合 は 、審 査 会 に 意 見 を 求 め 、当 該 広 告 の 掲 載 の 可 否 を 決 定 す る こ と が で き

る も の と す る 。  

４  広 告 掲 載 の 決 定 を 受 け た 申 込 者 （ 以 下 「 広 告 主 」 と い う 。）  は 、 速 や か に 、

掲 載 し よ う と す る 広 告 の 完 全 版 下 原 稿 （ 電 子 デ ー タ ） を 、 町 長 に 提 出 す る も の

と す る 。  

（ 広 告 主 の 責 任 等 ）  

第 10 条 広 告 の 内 容 に 関 す る 責 任 は 、広 告 掲 載 の 決 定 を 受 け た 広 告 主 が 負 う も の

と す る 。  

２  広 告 主 は 、広 告 掲 載 に 関 連 し て 町 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た 場 合 は 、そ の 損

害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

３  版 下 原 稿 の 作 成 経 費 等 、 広 告 の 手 続 に か か る 経 費 は 、 広 告 主 の 負 担 と す る 。 

（ 広 告 掲 載 料 の 納 入 ）  

第 11 条 広 告 主 は 、町 長 が 指 定 し た 期 日 ま で に 、広 告 掲 載 料 を 一 括 前 納 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 町 長 が 特 別 の 事 由 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。  

（ 広 告 掲 載 料 の 還 付 ）  

第 12 条 既 納 の 広 告 掲 載 料 は 、還 付 し な い 。た だ し 、広 告 主 の 責 め に よ ら な い 理

由 に よ り 広 告 の 掲 載 が で き な い 場 合 は 、広 告 掲 載 料 の 一 部 又 は 全 部 を 還 付 す る

こ と が で き る 。  

（ 広 告 掲 載 の 取 り 下 げ ）  

第 13 条 広 告 主 は 、自 己 の 都 合 に よ り 、書 面 を 添 え て 広 告 掲 載 の 取 り 下 げ を 申 し

出 る こ と が で き る 。 た だ し 、 既 納 の 広 告 掲 載 料 は 還 付 し な い 。  

２ 広 報 い け だ の 場 合 、広 報 紙 発 行 日 の ２ ０ 日 前 以 降 は 、原 則 と し て 広 告 掲 載 の

取 り 下 げ 及 び 広 告 内 容 の 変 更 は で き な い も の と す る 。  

（ 広 告 掲 載 の 取 消 ）  

第 14 条 町 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、広 告 掲 載 を 取 り 消 す こ

と が で き る 。  

（ １ ） 広 告 掲 載 料 を 町 長 が 指 定 し た 期 限 ま で に 納 入 し な か っ た と き  

（ ２ ） 完 全 版 下 原 稿 を 町 長 が 指 定 し た 期 限 ま で に 提 出 し な か っ た と き  

（ ３ ） そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め た と き  

２  町 長 は 、前 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た 場 合 は 、広 告 主 に 対 し て 池

田 町 有 料 広 告 掲 載 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  



（ 広 告 代 理 店 等 へ の 業 務 委 託 等 ）  

第 15 条 町 長 は 、広 告 代 理 店 等 に 、広 告 の 募 集 若 し く は 広 告 の 完 全 版 下 原 稿 の 提

出 等 を 業 務 委 託 し 、 又 は 広 告 枠 を 直 接 売 り 渡 す こ と が で き る 。  

２  広 告 代 理 店 等 の 選 定 及 び 広 告 代 理 店 等 に よ る 広 告 掲 載 の 取 扱 い に 関 す る 事

項 に つ い て は 、 別 に 定 め る も の と す る 。  

（ 協 議 ）   

第 16 条 こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、双 方 が 協 議 し

て 解 決 を 図 る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 17 条 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、広 告 の 掲 載 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、町 長 が

別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 



別表第１（第６条関係） 
 

広報いけだ 町公式ホームページ 
（バナー広告） 

その他の 
広告媒体 

掲載位置 
裏表紙下段及び見開き紙面下

段（ページ内での掲載位置は、

町長が指定するものとする。） 
トップページで町長が指定する位置 

規格（１枠） 

裏表紙若しくは見開き紙面 
縦 42mm×横 83mm 
（同じ広告主が１ページに２ 
枠掲載する場合は、縦 42mm
×横 170mm。広告の掲載は
１広告主について広報１号に

つき２枠を上限とする。） 

縦    60 ピクセル 
横   150 ピクセル 
データ容量   8KB 以内 
形式   GIF 、JPEG形式の静止画（点

滅、切り替わりなど動きのあるも

のは不可）。画像の ALT属性テキ
ストは、「広告：会社名」とする。 

掲載期間 

1 号を単位とし、複数月にわ
たる掲載も可能で、最長連続

12 号とする。ただし、当該年
度を超えることはできない。 

１月を単位とし、複数月にわたる掲載も

可能で、最長 12 月とする。ただし、当
該年度を超えることはできない。（広告

掲載の開始日及び終了日は、別途町長が

定める日とするが、開始日は、原則とし

て当該広告を掲載する月の初日、終了日

は、原則として当該広告を掲載する月の

最終日とする。） 

募集枠数 １号あたり２枠以上とする １月あたり２枠以上とする 

掲載の申込期限 掲載を希望する号の発行日の

原則 40日前 掲載希望月の初日の原則 40日前 

原稿の形態 

電子データ（ファイル形式は

EPS、TIFF、PDF又は JPEG
のいずれかとする。EPSの場
合、フォントはアウトライン

をとること。JPEG の場合、
できるだけ低圧縮・高画質の

ものとする。） 

電子データ（ファイル形式は GIF 又は
JPEGとする。） 

その他  

広告掲載期間中に公式ホームページを

閉鎖した場合、その日数に応じて掲載期

間を延長するものとする。ただし、閉鎖

日数が１日に満たない場合は、掲載期間

の延長は行わない。 

当該広告媒

体ごとにそ

の都度別に

定める。 
 



 

 

様式第１号(第８条関係) 

 

  年  月  日 

  池田町長 様 

 

 池田町有料広告掲載申込書 

 

 「池田町有料広告掲載に関する要綱」に基づき、広告の原稿案等を添えて下記のとおり広告掲載を

申込みます。 

  

記 

住 所（所在地） 
〒     

氏 名（名称・代表者名） 
  
                        印 

担 当 者 氏 名   

電 話 番 号   

F A X 番 号   

申

込

者 

連 絡 先 

メールアドレス   

掲載希望する媒体の名称  

掲載を希望する期間（号）  

掲載希望枠数  

リンク先のＵＲＬ 

（ホームページの場合） 
 

備         考   

※広報いけだの発行は、原則として毎月最終水曜日です。なお、発行する広報いけだの表示月 
（○月号）は実際に発行される月と異なります。（例：５月号は４月最終水曜日発行） 

※掲載しようとする広告の原稿案又は広告物及び企業・団体等の事業内容等がわか 
る書類を添付のうえ、町づくり推進係へ提出してください。 



様式第２号（第９条関係） 

              年  月  日  

             様 

 

                           池田町長            

 

池田町有料広告掲載決定通知書 

 

   年  月  日付で申込みのありました広告の掲載については、下記のとおり決定

しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 決定区分     掲載します 

 

           

掲載しません 

           （理由） 

 

 

２ 広告の掲載内容 

  ①掲載媒体 

   

 

②掲載期間 

   

 

③掲載枠数 

 

 

３ 広告掲載料   金       円 

             

（納入期限）   年  月  日 

            ※同封の納入通知書により指定の場所でお支払いください。 

 

４ 掲載完全版下原稿等 

①提出期限       年  月  日 

 

②提出先 

 

５ その他（掲載条件等） 

 

 

 

 

 
●注意事項 広告にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、著作権が発生する場合

もありますので、使用の許諾等を必ず受けてください。町では一切の責任を
負わないことをご了承ください。 



 

 

様式第３号(第14条関係) 

 

  年  月  日 

 

              様 

 

                         池田町長         

   

 

池田町有料広告掲載取消通知書 

 

 

   年  月  日付で決定しました広告の掲載については、下記の事由により取り消

しましたので、お知らせします。 

 

 

 記 

 

 

１ 広告掲載媒体 

 

 

 

２ 広告掲載取消の事由 

 

 

 

 

 

 

 

          




